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• 関係主体との協議･調整の結果、検討の継続を望む声が多数聞かれた。

• 洋上風力発電導入の可能性を残し、今後も検討を継続していくには、県への情
報提供が必要。

• 本協議会で承認された場合、導入可能性エリアを本市の総意として、県へ情報
提供する。
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関係主体との協議･調整

• 一般市民

• 漁業関係者

• 地先漁業協同組合

• 運航事業者

• 海底ケーブル敷設事業者

• 観光事業関係者

• 発電事業者

協議会 承認
県への
情報提供

洋上風力発電導入
可能性なしと判断

否認

• 関係主体との協議継続
• 国への情報提供(再エネ海域利用法に基づく手続きの実施）

■ 県への情報提供までの流れ
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• 導入可能性エリアには依然として課題が残されており、実際の事業実施に際し
ては、先行利用や環境への配慮が求められる。

• よって、県への情報提供の際には、導入可能性エリアの位置情報とともに、当
該エリアに洋上風力発電を導入する際に配慮すべき条件を提示する。

県への
情報提供

本事業の成果(協議会で承認された場合)

• 漁場利用への配慮

• 船舶航行への配慮

• 海底ケーブルへの
配慮

• 国防施設等への配
慮

• 景観への配慮
• 鳥類の生息環境へ
の配慮

配慮すべき条件

＋

導入可能性エリア(位置情報)

■ 県への情報提供の内容
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■ 導入可能性エリア

• 壱岐市周辺海域の5箇所の海域を導入可能性エリアとする。

• 導入可能性エリアを除く候補エリア内の残りの海域は、「導入可能性を今後も
検討するエリア」、「漁業活動優先エリア」と設定し、継続して導入可能性を
検討していく。

導入可能性
エリア①

導入可能性
エリア②

導入可能性
エリア③

導入可能性
エリア④

導入可能性
エリア⑤

次年度以降も協議･調整を継続
し、将来的に促進区域への指定
を目指すエリア。

導入可能性エリア

導入可能性を今後も検討するエリア

漁業活動優先エリア

壱岐市の関係主体から協議の継
続について一定の理解が得られ
たエリアであり、今後の検討に
より促進区域への指定の可能性
があり得るエリア。

漁業活動を優先しつつ、洋上風
力発電導入の可能性を今後も検
討していくエリア。
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■ 配慮すべき条件

区分 配慮すべき条件

漁場利用への配慮

• 当該海域の漁業実態に応じた適切な措置を講じることで、現行の漁場利
用への影響を最小限に抑えること。

• 風車の建設により、現行の漁業の継続が困難になった場合には、影響の
程度に応じた適切な対応が実施されること。

船舶航行への配慮
• 航行安全の確保が可能な航路幅員を確保すること。

• 航行のリスクや運航事業者の負担が増加しないよう十分配慮すること。

海底ケーブルへの
配慮

• 海底ケーブルと接触、干渉が生じないよう適切な措置を講じること。

• メンテナンス作業に必要な範囲に風車に係る構造物を設置しないこと。

国防施設等への配慮 • 風車の存在が、国防施設等の機能に支障を生じさせないこと。

景観への配慮
• 新たな景観資源としての側面と、従来の自然的な景観への影響としての
側面の両面から、地域にふさわしい風車景観の在り方を検討すること。

鳥類の生息環境への
配慮

• 事業実施海域において、さらに詳細な生息状況及び渡りルートを把握す
るとともに、必要に応じて適切な保全措置を検討すること。

• 関係主体との協議･調整を基に、導入可能性エリアにおいて洋上風力発電の導
入を検討する際に配慮すべき条件を整理。

• 県への情報提供時には導入可能性エリアと併せて提示する。
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• 本協議会で承認が得られた場合、長崎県に情報提供を行う。

• 長崎県は情報を精査し、国に情報提供を行う。国は、受け取った情報をもとに再エネ海域利用
法に基づく手続きを進める。

• 壱岐市は、関係主体との対話を継続。国や県、市外関係者、発電事業者との協議にて地域の
意見を反映させる。

地域意見反映の機会 備考

① 国、県、市外の関係
者を含めた協議

•エリアに関する具体的な意見の反映。
•エリアの見直しが可能。

② 法定協議会 •漁業協調等の具体的な条件を調整する。

③ 発電事業者との協議 •②の条件を基に発電事業者が具体的な内容を提示。
•協議により最終的な漁業協調等の内容が確定。

事業
開始 約20年間3～5年3～5年現在

①

2～3年

導
入
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能
性
エ
リ
ア

【壱岐市】 【長崎県】 【国（再エネ海域利用法に基づく手続き）】

一
定
の
準
備
段
階
に

進
ん
で
い
る
区
域

有
望
な
区
域

促
進
区
域

事業者
公募
選定

【発電事業者】

・事業計画の策定

・各種調査、設計

・環境影響評価の
実施

風
力
発
電
施
設
の
建
設

洋上風力発電事業

情
報
の
精
査

法定
協議会

② ③

情
報
提
供

情
報
提
供

法定協議会の意見を踏
まえ、具体的な漁業協
調策等が発電事業者に
より検討される。

関係主体との対話の継続（地域意見の把握･反映）

• 各段階ごとに地
域意見を反映

• 地域との合意が
得られ場合のみ、
次の段階に進む
ことが可能
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